
児童クラブの現状について 

⑴ 児童クラブとは 

児童クラブは、保護者の就労や、病気などの理由で、家庭において保育を受けられない子どもた

ちが放課後や学校の休校日を安心して過ごすために設けられた施設 

⑵ 定員等 

５つの小学校区に、７クラブ施設 

小学校区 児童クラブ名 定員（人） 
学区ごと定員

（人） 

寒川小学校 あおぞらクラブ ７８ ７８ 

一之宮小学校 わんぱくクラブ ５５ ５５ 

旭小学校 
わかばクラブ ５０ 

９０ 
たんぽぽクラブ ４０ 

小谷小学校 げんきっ子クラブ ５０ ５０ 

南小学校 
星の子クラブ ３４ 

７７ 
おひさまクラブ ４３ 

合  計 ３５０ ３５０ 

⑶ 開所日・閉所日 

開所日は、原則月曜日から土曜日まで 

〇閉所日 

 日曜日、祝日（振替休日を含む） 

 夏季休業（８月の日曜日を含まない４日間 

 年末年始 12 月 29 日～1月 3日 

 学童保育会が臨時に閉所と認めた日 

 ※運動会等小学校行事の代休による学校休校日は開所 

⑷開所時間 

 月曜日～金曜日 学校下校時～18：00 

 （18：00 過ぎ～18：30 までは延長保育 利用時には別途延長保育料がかかる） 

 土曜日 8：30～17：00（申請により利用ができる） 

 （17：00 過ぎ～17：30 までは延長保育 利用時には別途延長保育料がかかる） 

 小学校休校時の月曜日～金曜日 8：00～18：00 

 （18：00 過ぎ～18：30 までは延長保育 利用時には別途延長保育料がかかる） 

  

※町から NPO法人寒川学童保育会に委託をしている。 

 

 

 

 

 

資料１ 



令和７年度の待機児童等の状況 

月 入所者数 待機児童数 退所児童数 

4 月 350 51 0 

9 月 341 37 22 

10 月 337 38 5 

11 月 330 34 7 

12 月 322 26 11 

1 月 312 26 11 

２月 312 13 11 

※例年夏季休業以降退所児童数が多い傾向にある。 

 

令和８年度～令和 10 年度のサマースクール事業の実施 

⑴ 事業の目的 

通年の児童クラブにおいて、例年待機児童が発生していることから、需要が特に高い夏季休業期間

に通年の児童クラブとは別にサマースクールを実施することで待機児童の解消に繋がるか検証する

ことを目的として実施をする。 

 

⑵ 実施期間 令和 7年 12 月 1 日～令和 10 年 9 月 30 日 

 

⑶ 実施場所 寒川町立南小学校ふれあいホール 

 

⑷ 対象児童 町内在住で、保護者が就労等で日中保育ができない家庭の小学生 1 年生から６年生      

40 人以内 

 

※令和８年度の参加児童は、2 月末までに申込を受付し、審査を行い優先順位の高い児童から参加決

定をしていく。 


